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（証券コード3333）
（発送日）2026年４月23日

（電子提供措置の開始日）2026年４月22日
株 主 各 位

大阪市都島区高倉町三丁目11番４号
株 式 会 社 あ さ ひ
代表取締役社長 下 田 佳 史

第51回定時株主総会招集ご通知
拝啓 株主の皆様には格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申しあげます。
さて、当社第51回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第51回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

【当社ウェブサイト】
https://corporate.cb-asahi.co.jp/ir/library/

上記ウェブサイトにアクセスいただき、「第51期」「通期」を順に選択して「株主総
会関連」から「2026-04-22 第51回定時株主総会招集通知及び株主総会資料」を選
択してご覧ください。

また、電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイ
トにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセ
スいただき、「銘柄名（会社名）」に「あさひ」又は「コード」に当社証券コード「3333」を入
力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会
招集通知／株主総会資料」欄よりご確認くださいますようお願い申しあげます。

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使することがで
きますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年５月14日（木曜日）午後
６時までに議決権をご行使いただきますようお願い申しあげます。

敬具
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記
1. 日 時 2026年５月15日（金曜日）午前11時（受付開始 午前10時30分）
2. 場 所 大阪市北区梅田２-５-25 ハービスＯＳＡＫＡ 地下２階

ハービスＨＡＬＬ 大ホール
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 目 的 事 項
報 告 事 項 第51期（2025年２月21日から2026年２月20日まで）事業報告、計算

書類の内容報告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

４．招集にあたっての決定事項
(1)議決権行使書面において、各議案につき賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をさ

れたものとしてお取り扱いいたします。
(2)インターネットと書面の双方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決

権行使の内容を有効とさせていただきます。また、インターネットにより複数回議決権
を行使された場合は、最後の議決権行使の内容を有効とさせていただきます。パソコン
又はスマートフォン等で重複して議決権を行使された場合も、最後の議決権行使の内容
を有効とさせていただきます。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎代理人がご来場の場合は、議決権行使書用紙に加えて委任状をご提出ください。なお、代理人は、当社の議決権を有する株
主様１名に限らせていただきます。

◎株主ではない代理人及び同伴の方など、議決権を行使することができる株主以外の方はご入場いただけませんので、ご注意
ください。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
◎会社法改正による電子提供制度の施行に伴い、株主総会資料（株主総会参考書類・事業報告・計算書類・監査報告書）は、
ウェブサイトに掲載して提供する方法に変更しております。お手数ですが、１ページに記載の各ウェブサイトにアクセスの
うえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。なお、本招集ご通知には、お手元でも株主総会議案をご確認いただけ
るよう、株主総会参考書類を併せてお送りいたします。

◎書面交付請求された株主様には、電子提供措置事項記載書面をお送りいたします。
◎本年の株主総会におきましては、事後の動画配信を行ないます。株主総会終了後、動画配信の準備ができ次第、当社ウェブ
サイト（https://corporate.cb-asahi.co.jp/）でご覧いただくことができます。

◎株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。ご理解賜りますようお願い申しあげます。
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議決権行使の方法についてのご案内
議決権行使の方法は、以下の方法がございます。株主総会参考書類をご検討のうえ、ご行使いただきますようお
願い申しあげます。

インターネットによる
行使の場合

パ ソ コ ン か ら、 当 社 の 指 定 す る 議 決 権 行 使 サ イ ト
(https://evote.tr.mufg.jp/) にアクセスし、同封の議決権行使書
用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用
いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
スマートフォン等での議決権行使はQRコードを読み取る方法をご
利用ください。
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
サイトにアクセスすることができます。

行使期限

2026年5月14日（木曜日）午後6時まで

書面による行使の場合 同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返
送ください。議決権行使書面において、各議案につき賛否の表示
がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いい
たします。

行使期限

2026年5月14日（木曜日）午後6時到着

株主総会にご出席の場合 同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時

2026年5月15日（金曜日）午前11時

※インターネットと書面の双方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効と
させていただきます。また、インターネットにより複数回議決権を行使された場合は、最後の議決権行使の内
容を有効とさせていただきます。パソコン又はスマートフォン等で重複して議決権を行使された場合も、最後
の議決権行使の内容を有効とさせていただきます。
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インターネットによる議決権行使のご案内
インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセ
スしていただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
（ただし、毎日午前2時30分から午前4時30分までは取り扱いを休止します｡）

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、
株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラット
フォーム」から電磁的方法による議決権行使を行
なっていただくことも可能です。

［アクセス手順］
①お手持ちのスマートフォン等にて、同封の議決
権行使書副票（右側）に記載の「ログイン用
QRコード」を読み取りいただき、ログイン。
②ログイン後は画面の案内に従って賛否をご入力
ください。

議決権行使期限 2026年5月14日（木曜日） 午後6時まで

［ アクセス手順 ］
①WEBサイトへアクセス

②「ログインID」と
「仮パスワード」を入力

③以降は画面の案内に従って
賛否をご入力ください。

QRコードを読み取りいただくことで
「ログインID」「仮パスワード」の入力が不要に

議決権行使書
〇〇〇〇株式会社 御中
株主総会日
〇年〇月〇日

議決権の数
〇〇〇〇個

〇〇〇〇株
〇〇〇〇個

ログインＩＤ
仮パスワード

1.
2.

3.

ログイン用
QRコード

議決権行使書副票（右側） ※QRコードは株式会社
デンソーウェーブの
登録商標です。

三菱UFJ 信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

システム等に関するお問合せ

（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）
0120－173－027

3.

QRコードを読み取る方法

入力して「ログイン」をクリック「次の画面へ」をクリック

ログインID・仮パスワードを入力する方法
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議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題と考えており、継続的に配当
を行なうことを基本方針としております。
この方針のもと、第51期の期末配当金につきましては、当期の業績並びに今後の事業

展開等を勘案して、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
（1）配当財産の種類

金銭
（2）配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき 25円 総額 656,007,225円
なお、中間配当金として25円をお支払いしておりますので、
当事業年度の年間配当金は１株につき50円となります。

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2026年５月18日

2026年04月08日 15時07分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20251126_01）



― 6 ―

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（４名）

は本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役３名の選任をお願いするものであります。
本議案の上程にあたっては、独立社外役員が委員の過半数を占める指名報酬諮問委員

会における審議を経ております。
なお、本議案に関しまして、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適

任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社株式数

１

下
し も だ

田 佳
よ し ふ み

史
（1971年３月２日生）

〔男性〕

1994 年４月 当社入社
1999 年１月 当社商品部長
2006 年５月 当社取締役商品部長
2008 年２月 当社取締役商品本部長兼商品部長
2008 年５月 当社専務取締役商品本部長
2012 年５月 当社代表取締役社長

（現在に至る）

3,280,241株

【取締役候補者とした理由】
同氏は、2012年５月に当社の代表取締役社長に就任して以来、事業成

長と企業価値向上に向けたグループ戦略の実現を図るため、強いリーダー
シップをもって、経営の指揮を執ってまいりました。在任期間中の業績及
び経営全般に関する見識と能力等を総合的に勘案し、取締役候補者といた
しました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社株式数

２

望
も ち づ き

月 基
もとい

（1960年１月８日生）
〔男性〕

1982 年４月 株式会社ブリヂストン入社
2018 年７月 ブリヂストンサイクル株式会社代表

取締役副社長（転籍）
2018 年10月 同社代表取締役社長
2021 年５月 当社取締役副社長 事業推進担当

（現在に至る）

ー

【取締役候補者とした理由】
同氏は、これまで他社の代表取締役社長を歴任するなど、企業経営者と

しての高い見識を有するとともに、当社業界の状況に精通しており、
2021年５月より当社取締役副社長を務めております。これらの豊富な経
験及び経営全般に関する見識と能力を総合的に勘案し、取締役候補者とい
たしました。

３

西
に し お か

岡 志
し ろ う

朗
（1962年２月７日生）

〔男性〕

2009 年１月 当社入社、総務部長
2010 年５月 当社取締役総務部長
2020 年５月 当社取締役 総務・人事部門担当
2021 年５月 当社取締役 企業統治、法務及び人

事担当
（現在に至る）

2,300株

【取締役候補者とした理由】
同氏は、長きにわたり総務・法務・人事を中心とする管理部門に携わ

り、2010年５月より当社取締役を務めております。管理部門全域に通じ
る知識に精通し、豊富な経験及び経営全般に関する見識と能力等を総合的
に勘案し、取締役候補者といたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．当社は、役員等賠償責任保険（以下、「D&O保険」という。）契約を保険会社との間で締結しており、これにより取締役全

員が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するもの
を除く。）等を補填することとしております。なお、D&O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。各候補者が取
締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役もD&O保険の被保険者となります。D&O保険の契約期間は１年間であ
り、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補の指名を行なうにあたっての方針・手続きは、事業内容や業務等に精通
し、十分な知識・経験・能力を持っていることを前提に、独立社外役員が委員の過半数を占める指名報酬諮問委員会での
審議を経て取締役会に提案し決定しております。

以 上
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【ご参考】中期経営計画VISION2028の実現と価値創造を牽引する取締役会のスキル・マトリックス
当社は、中期経営計画VISION2028で掲げる『新成長への挑戦（既存事業の深耕、周辺事

業領域の探索と挑戦、多様な人材が活躍できる人材マネジメント）』を確実に実行し、持続的
な企業価値の向上を図るため、取締役会が備えるべき専門性・経験（スキル項目）を新たに
見直しました。
当社の取締役会は、新成長への挑戦を推進する業務執行側の深い事業知見と、資本コスト

を意識した経営（財務・資本政策）、リスクマネジメント・ガバナンス、ESGの観点から独立
した客観的な監督を行なう社外役員の専門性が、最適に組み合わされた多様性のある構成と
なっております。なお、当社は、監督機能を重視するモニタリング型取締役会への転換に向
けた取組みを進めております。
※第2号議案が原案どおり承認可決された場合、取締役会の構成及びスキル・マトリックスは
以下のとおりとなります。

【事業領域の戦略】 【事業の実行力】 【経営・ガバナンス基盤】

当社における
地位 氏名 企業経営・

経営戦略 グローバル マーケティング
・CRM

サプライチェーン
・物流

人的資本・
ダイバーシティ

財務・
資本政策・
資本効率・
資本市場と
の対話

リスクマネジメント
・ガバナンス

ESG・
サステナビリティ

代表取締役 下田 佳史 ○ ○ ○

取締役副社長 望月 基 ○ ○ ○

取 締 役 西岡 志朗 ○ ○ ○

社外取締役
(監査等委員) 堀川 真 ○ ○ ○

社外取締役
(監査等委員) 鈴木 敦子 ○ ○

社外取締役
(監査等委員) 井嶋 倫子 ○ ○

（注）１．上記の表は、各候補者が有する全ての知見や経験を表すものではなく、当社取締役会において特に
発揮されることが期待される専門性（最大３つ程度）に印（○）を付しております。

２．当社は、堀川真、鈴木敦子、井嶋倫子の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定
し、同取引所に届け出ております。
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【ご参考】各スキル項目の選定理由と中期経営計画VISION2028における位置付け
当社が中長期的な経営戦略を遂行するうえで、各スキルがなぜ重要であるか、その定義と

期待される役割は以下のとおりです。
事業領域（カテゴリ） スキル項目（スキル名） 戦略的定義（定義と期待される役割）

事業領域の戦略
企業経営・経営戦略

「既存事業の深耕」と「周辺事業領域の探索と挑戦」を
両立させ、当社の持続的な成長を牽引・監督する高い経
営判断能力及び自転車以外の領域への拡張を狙う「あさ
ひSPAモデル（リユース・メンテナンス）」の構築と社会
実装を牽引・監督する専門的知見。

グローバル
海外生産・調達ネットワークの最適化や将来的な海外展
開・輸出事業等、国際的な視点から事業展開を牽引・監
督する能力。

事業の実行力
マーケティング・CRM

OMO（オンラインとオフラインの融合）の深化を通じ、
顧客生涯価値（LTV）を最大化し、顧客基盤を経営の核
に据える戦略を牽引・監督する知見。

サプライチェーン・物流
「循環型物流基盤」の構築及び物流諸問題に対応した効
率的かつ環境対応型のロジスティクスを牽引・監督する
能力。

経営・
ガバナンス基盤

人的資本・ダイバーシティ
多様な人材が活躍できるマネジメント基盤を構築し、専
門人材の育成や挑戦を促す人事・評価制度への刷新を監
督する能力。

財務・資本政策・資本効率
・資本市場との対話

株主視点に立ち、資本コストを意識した経営（PBR改
善・ROE向上）の推進、資本配分の最適化及び資本市場
との対話を高い規律をもって監督する専門性。

リスクマネジメント・
ガバナンス

企業統治の強化、法務・コンプライアンスの徹底及びIT
基盤刷新に伴うサイバーセキュリティ等の統合的なリス
ク管理体制を監督する専門性。

ESG・サステナビリティ
「持続可能な社会への貢献」と「循環型経済の実現」を
経営戦略と統合し、非財務価値を企業価値向上にダイレ
クトにつなげる高い識見。
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Ⅰ． 株式会社の現況に関する事項
１．事業の経過及びその成果

当事業年度におけるわが国経済は、所得環境が改善傾向にあったものの、物価上昇の長期
化により家計の負担が増大し、米国の関税政策をはじめとする国際経済環境の不透明感も依
然として残りました。そのため、先行きへの懸念が続き、消費者は節約志向を強め、支出も
慎重な状況が続きました。
自転車小売業界におきましては、電動アシスト自転車など高機能商材への移行に伴う買い

替えサイクルの長期化や物価高による消費意欲の低下により新車の買い替えは減少し、修
理・メンテナンスを行ないながら１台を長く利用する傾向はさらに強まりました。
当社におきましては、自転車の新しい価値創造企業として「持続可能な社会の実現」と

「当社の持続的な成長」を目指し、お客様のより良い自転車ライフをサポートするとともに、
誰もが安全・安心に自転車を利用できる環境づくりを推進してきました。まず、OMO
（注）強化の一環として、「ネットで注文、お店で受取り」サービスの基盤強化を中心に、人
気商材の確保、競争力のある販売価格の設定、効果的なキャンペーン施策などを実施しまし
た。また、修理・メンテナンスにつきましては、最適なサービスを提供できる人員体制を整
備したことで需要に対応することができました。
2021年2月期から2026年2月期までの中期経営計画VISION2025の最終年度にあたる当

事業年度は、自転車市場全体の販売台数が想定を下回ったことから、目標売上及び利益を下
方修正する判断をいたしました。しかしながら、当社の強みである全国展開の店舗網やEC
での販売体制、リユース車の買取・再販売体制、物流機能の強化と最適化並びに修理技能を
有する専門人材の育成など、従来から取組んできた収益基盤の整備を着実に進めたことで、
新たな成長に向けた体制を確実に構築することができました。
物価上昇の影響で消費者の節約意識が強まったことから、リユース車の需要が拡大してい

ます。リユース事業におきましては、西日本サポートセンターを増設し、自転車の整備・メ
ンテナンス・クリーニングなどの商品化作業の効率化を推進しました。今後も、資源の有効
活用及び循環型経済への貢献を目指していきます。
出退店の状況につきましては、北海道地域に１店舗、関東地域に９店舗、中部地域に２店

舗、近畿地域に２店舗、九州地域に１店舗を新規出店する一方で、関東地域の２店舗、近畿
地域の１店舗が契約期間満了に伴い退店しました。この結果、当事業年度末の店舗数は、直
営店539店舗、フランチャイズ店18店舗のあわせて557店舗となりました。
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（第51期業績概況）
このような活動の結果、当事業年度におきましては、以下のとおりとなりました。

売 上 高 81,374,883千円 （前期比 0.3％減）
営 業 利 益 3,937,894千円 （前期比 28.2％減）
経 常 利 益 4,169,583千円 （前期比 25.9％減）
当 期 純 利 益 2,268,821千円 （前期比 36.2％減）

なお、当社は、自転車事業の単一セグメントであるため、セグメント別は記載しており
ません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）Online Merges with Offlineの略。ECと店舗が融合して、情報入手から購入、利用までをお客様の体

験価値としてご提供する仕組み。
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２．設備投資の状況
当事業年度の設備投資につきましては、販売網の拡充を図るため、新規出店や既存店舗の

建替えをいたしました。
その結果、設備投資総額は、有形・無形固定資産2,053,851千円、賃貸借契約に係る差入

保証金200,283千円、総額2,254,135千円となりました。

３．資金調達の状況
当事業年度の資金調達につきましては、該当事項はありません。
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４．対処すべき課題
今後のわが国経済につきましては、賃金動向の改善が見込まれる一方、物価上昇の影響

が引き続き家計支出を圧迫する可能性があり、個人消費の先行きには不透明感が残るもの
と考えられます。また、中東地域における地政学的リスクの高まりを背景とした資源・エ
ネルギー価格の上昇や、国際的な金融・貿易環境の変動には依然として注意を要する状況
にあり、これらの影響を受けて、消費者の節約志向が継続するものと想定しています。
自転車小売業界におきましては、高機能商材の普及による買い替えサイクルの長期化、

物価高による新車需要の減少など、事業環境は厳しい状況が継続する見通しです。一方
で、修理・メンテナンスを行ないながら１台を長く利用する傾向が強まるとともに、リユ
ース商品の需要も引き続き拡大するものと予想されます。

このような環境のもと、当社といたしましては、「持続可能な社会の実現」と「当社の
持続的な成長」を両立するため、全国の店舗網、物流体制、OMO基盤、人材育成基盤と
いった強みを一層強化し、変化する市場環境に的確に対応できる体制整備を進め、企業価
値の向上を図ってまいります。

また、企業価値のさらなる向上のため2027年2月期からは新たな中期経営計画
VISION2028を策定し、「既存事業の深耕」「周辺事業領域の探索と挑戦」「多様な人材が
活躍できる人材マネジメント」を３つの柱として「新成長への挑戦」に取組んでまいりま
す。これまでに構築してきたSPAバリューチェーンや店舗・物流ネットワークを活用した
OMO基盤の一層の深化に加え、CRM強化（注１）、リユース事業や修理・メンテナンス
事業といった周辺事業領域の拡大、戦略パートナーとの連携強化による商圏の拡大を重点
戦略として掲げています。こうした取組みを通じて、各サービスを相互に連携させたプラ
ットフォーム化を推進し、国内保有自転車6,000万台（注２）へのアプローチを強化する
ことにより、新車販売に依存しない循環型ビジネスモデルの構築を推進してまいります。
あわせて、多様な人材が活躍できる組織づくりと専門性の高い人材育成を進め、新成長

を支える人材基盤の強化にも取組んでまいります。
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初年度にあたる2027年2月期における主な取組みとしては、会員基盤を通じてお客様
との関係性を一層強化し、来店機会の創出を図ることで点検・洗車などのサービス領域の
拡大に取組んでまいります。
また、引き続き、都市型店舗の出店、ECサイトの拡充、在庫の適正化を通じたOMOの

推進により顧客体験価値の向上を図るとともに、あさひブランド商品の製造コストの低減
やお客様の声を反映した商品開発による商品力の強化を進め、これらの取組みにより新車
販売シェアの一層の拡大を目指してまいります。
周辺事業領域においては、サポートセンターの強化により、リユース事業における生産

体制の強化と、修理・メンテナンス事業の中核機能の向上を図るとともに、当社の持つビ
ジネスプラットフォームの提供による戦略パートナーとの協業拡大を推進してまいりま
す。

また、資本コストを踏まえた投資判断を行ない、自己資本利益率（ROE）及び投下資本
利益率（ROIC）の向上を同時に実現してまいります。高付加価値サービス領域への資源
投下、原価低減、IT投資及び物流の最適化により、事業収益性の向上を図ってまいりま
す。
キャッシュ・アロケーションにおきましては、営業キャッシュ・フローを源泉として、

成長戦略投資（新規出店開発、既存店舗リニューアル、攻めのIT、循環型事業・物流整
備）、株主還元、財務健全性の維持にバランス良く配分し、成長加速に向け、M&A等の戦
略的投資についても機動的に検討してまいります。
株主還元方針につきましては、配当性向35％以上及び株主資本配当率（DOE）3％目

安を基本に、安定かつ積極的な還元を実施してまいります。市場との建設的な対話を通じ
て適正株価の回復を図り、早期の株価純資産倍率（PBR）1.0倍超の実現を目指してまい
ります。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）１．Customer Relationship Managementの略。当社では、「サイクルベースあさひ公式アプリ」を

通じてお客様の自転車ライフがより便利で快適なものになるよう情報提供を行なうなど、お客様と
の関係性強化を進めるための取組みを指す。

２．一般社団法人自転車産業振興会による2021年度自転車保有並びに使用実態に関する調査報告書な
どをもとにした当社試算。
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５．財産及び損益の状況

期 別

区 分
第48期

2023年２月期
第49期

2024年２月期
第50期

2025年２月期
第51期

2026年２月期
（当事業年度）

売 上 高（千円） 74,712,107 78,076,416 81,593,454 81,374,883
経 常 利 益（千円） 5,316,037 5,192,209 5,626,076 4,169,583
当 期 純 利 益（千円） 3,366,076 3,113,130 3,555,930 2,268,821
１株当たり当期純利益（円） 128.90 119.21 136.51 87.12
総 資 産（千円） 50,411,490 52,553,873 54,452,332 56,077,872
純 資 産（千円） 34,987,884 36,964,029 39,116,311 40,159,044
１ 株 当 た り 純 資 産 額（円） 1,339.80 1,415.47 1,502.16 1,542.09
（注）１．１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額については、自己株式を控除して計算しております。

２．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数に基づき、１株当たり純資産額は期末発行済株式
総数に基づき算出しております。
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６．重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況

該当事項はありません。
（注） 愛三希（北京）自転車商貿有限公司については、2025年12月２日に清算結了いたしました。

７．主要な事業内容（2026年２月20日現在）
自転車及びその部品並びに付属品の輸入・輸出・製造・卸・販売
自転車の点検、修理
自転車及びその部品並びに付属品のレンタル業務
インターネットによる通信販売業務
古物の売買並びに輸出入

８．主要な事業所及び店舗（2026年２月20日現在）
① 本 社 大阪市都島区高倉町三丁目11番４号
② 都島大東町オフィス 大阪市都島区大東町二丁目３番20号
③ 東 京 オ フ ィ ス 東京都港区芝公園二丁目６番３号 芝公園フロントタワー11階
④ 浦 和 東 オ フ ィ ス 埼玉県さいたま市緑区大字三室1199
⑤ 直 営 店 舗 539店舗

北海道東北エリア （22店舗）
北 海 道 10店舗 岩 手 県 １店舗 宮 城 県 ６店舗
秋 田 県 １店舗 山 形 県 ２店舗 福 島 県 ２店舗

関東甲信越エリア（238店舗）
茨 城 県 12店舗 栃 木 県 ７店舗 群 馬 県 ５店舗
埼 玉 県 41店舗 千 葉 県 31店舗 東 京 都 81店舗
神 奈 川 県 48店舗 新 潟 県 ６店舗 山 梨 県 ３店舗
長 野 県 ４店舗

中 部 エ リ ア （69店舗）
富 山 県 ４店舗 石 川 県 ４店舗 福 井 県 ２店舗
岐 阜 県 ４店舗 静 岡 県 15店舗 愛 知 県 37店舗
三 重 県 ３店舗
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近 畿 エ リ ア（121店舗）
滋 賀 県 ５店舗 京 都 府 ９店舗 大 阪 府 62店舗
兵 庫 県 37店舗 奈 良 県 ４店舗 和 歌 山 県 ４店舗

中国四国エリア （42店舗）
鳥 取 県 ２店舗 島 根 県 １店舗 岡 山 県 ６店舗
広 島 県 11店舗 山 口 県 ６店舗 徳 島 県 ４店舗
香 川 県 ４店舗 愛 媛 県 ５店舗 高 知 県 ３店舗

九 州 エ リ ア （47店舗）
福 岡 県 26店舗 佐 賀 県 ２店舗 長 崎 県 １店舗
熊 本 県 ７店舗 大 分 県 ６店舗 宮 崎 県 ５店舗

⑥ インターネット店舗 ３店舗
（通信販売）サイクルベースあさひ公式オンラインストア

サイクルベースあさひYahoo!店
サイクルベースあさひ楽天市場店

⑦ フランチャイズ店舗 18店舗
三 重 県 ４店舗 京 都 府 ４店舗 大 阪 府 ６店舗
兵 庫 県 １店舗 鹿 児 島 県 ３店舗

⑧ 物 流 倉 庫 ３拠点
（京 都 府）西日本物流センター
（埼 玉 県）東日本物流センター
（三 重 県）西日本サテライト物流センター

⑨ 研 修 施 設 ３拠点
（大 阪 府）西日本研修センター
（埼 玉 県）東日本研修センター
（神奈川県）相模原研修センター

９．従業員の状況（2026年２月20日現在）
従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

1,826名 32名増 35歳４ヶ月 ９年８ヶ月

１０．主要な借入先の状況（2026年２月20日現在）
該当事項はありません。
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Ⅱ． 株式に関する事項（2026年２月20日現在）
（1）発行可能株式総数 96,243,200株
（2）発行済株式の総数 26,240,800株
（3）当事業年度末の株主数 35,873名 （単元未満株主を含む）
（4）上位10名の株主の状況

株 主 名 持 株 数 持株比率
下 田 佳 史 3,280,241 株 12.50 ％

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信 託 銀 行 株 式 会 社 （信 託 口） 2,077,800 7.92

下 田 英 樹 2,068,216 7.88
下 田 美 智 子 1,561,598 5.95
株 式 会 社 シ ー ・ ビ ー ・ エ イ 1,322,100 5.04
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ
銀 行 （信 託 口） 970,000 3.70

下 田 富 昭 759,592 2.89
あ さ ひ 従 業 員 持 株 会 689,400 2.63
下 田 忍 656,560 2.50
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE
IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING
15 PCT TREATY ACCOUNT

570,000 2.17

（注） 持株比率は自己株式（511株）を控除して計算しております。なお、自己株式には、「役員報酬BIP信
託」導入において設定した、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬BIP信託口・75691口）
所有の当社株式198,370株を含んでおりません。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
区分 株式の数 交付された者の人数

取締役
(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。） 1,800株 1名

（注）１．当社の株式報酬の内容につきましては、「Ⅲ．(５)③業績連動報酬の内容」に記載しております。
２．上記は、退任した会社役員に交付されたものであります。
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Ⅲ． 会社役員に関する事項
（1）取締役の状況（2026年２月20日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 社 長 下 田 佳 史
取 締 役 副 社 長 望 月 基 事業推進担当
取 締 役 西 岡 志 朗 企業統治、法務及び人事担当
取 締 役 長 谷 川 宏 文 経理、財務、経営企画及びリスク管理担当
取締役（常勤監査等委員） 堀 川 真
取 締 役 （監 査 等 委 員） 鈴 木 敦 子 新明和工業株式会社社外取締役（監査等委員）
取 締 役 （監 査 等 委 員） 井 嶋 倫 子 弁護士法人心斎橋パートナーズ社員弁護士
（注）１．取締役（監査等委員）堀川真、鈴木敦子、井嶋倫子の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取

締役であります。
２．取締役（常勤監査等委員）堀川真氏は、多数の企業における財務部長やCFOの経験があり、財務及

び会計に関する相当程度の知見を有しております。
３．当社の監査等委員会は、経営会議その他重要な会議等への出席による情報収集と共有、並びに内部

監査部門等との緊密な連携を通じて監査等委員会の監査・監督機能の実効性を確保するため、堀川
真氏を常勤の監査等委員として選定しております。

４．当社は、取締役（監査等委員）堀川真、鈴木敦子、井嶋倫子の各氏を東京証券取引所の有価証券上
場規程第436条の２に定める独立役員として同取引所に届け出ております。

（2）当事業年度中の取締役の異動
（就任）

2025年５月16日開催の第50回定時株主総会において、長谷川宏文氏が取締役に、井
嶋倫子氏が取締役（監査等委員）に選任され、就任いたしました。
（退任）

取締役金子潤氏及び取締役（監査等委員）神田孝氏は任期満了により、2025年５月16
日に退任いたしました。
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（3）責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、堀川真、鈴木敦子、井嶋倫子の各氏と

の間において、会社法第423条第１項に定める賠償責任の限度額を、職務を行なうにつき
善意でかつ重大な過失がないときに限り会社法第425条第１項各号に定める金額の合計額
とする旨の責任限定契約を締結しております。

（4）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び子会社の取締役の全員、管理監督の立場にある従業員を被保険者とし

て役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行
に起因して損害賠償請求等を提起された場合における損害賠償金や争訟費用等を補償する
こととしております。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行なった被保
険者自身の損害等は補償対象外とすることにより、被保険者の職務の執行の適正性が損な
われないように措置を講じております。なお、当該保険の保険料は全額を当社が負担して
おります。

（5）取締役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等

当社は、2021年３月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に
係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する
内容について指名報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容

の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合している
ことや、指名報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定
方針に沿うものであると判断しております。
イ．基本方針

当社の取締役の報酬は、持続的な企業価値の向上、優秀な人材の確保、株主との価値
共有を目的とした報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえ
た適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬（金銭報酬）及び

業績連動報酬等としての中長期インセンティブ報酬（株式報酬）により構成する。
社外取締役の報酬は、中立的、客観的な視点から経営陣に助言、提言し、業務執行を

監視、監督する役割を果たすという職務に鑑み、業績連動報酬は採用せず、基本報酬
（金銭報酬）のみとする。
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ロ．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、業績貢献度、当社の
業績及び従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

ハ．業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方
針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）
業績連動報酬等及び非金銭報酬等である中長期インセンティブ報酬は、株主との価値

共有の観点から、業績指標を反映した株式報酬とし、各事業年度の目標値に対する達成
度合い及び役位に応じて算出された数の株式を、退任時に交付する。

ニ．金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等
の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の時価総額を保有する

企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイト
が高まる構成とし、具体的な種類別の報酬割合は、独立社外取締役が過半数を占める指
名報酬諮問委員会へ諮問し、その答申を受けて、取締役会で決定する。

ホ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役の個人別の基本報酬（金銭報酬）の内容及び中長期インセンティブ報酬

（株式報酬）の内容は、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬諮問委員会へ諮問し、
その答申を受けて、取締役会で決定するものとする。

② 取締役の報酬等の総額

区 分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（名）固定報酬 業績連動型

株式報酬等
左記のうち、
非金銭報酬等

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

125,757
(-)

111,080
(-)

14,677
(-)

14,677
(-)

5
(-)

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

27,000
(27,000)

27,000
(27,000)

-
(-)

-
(-)

4
(4)

合 計
（うち社外取締役）

152,757
(27,000)

138,080
(27,000)

14,677
(-)

14,677
(-)

9
(4)

（注）１．業績連動報酬に記載の金額は、株式報酬引当金の繰入額であります。
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２．取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）の報酬限度額は、2021年５月15日開催の第
46回定時株主総会において、年額240,000千円以内（うち社外取締役年額40,000千円以内）と決
議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）。当該定時株主総会終結時点の取
締役の員数は４名です。また、取締役の報酬限度額とは別枠で、2021年５月15日開催の第46回定
時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）を対象とする株式
報酬制度として、同制度に基づき設立された信託に対し当社が拠出する金員の上限を連続する５事
業年度を対象として150,000千円と決議しております。当該定時株主総会終結時点の対象となる取
締役の員数は４名です。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2021年５月15日開催の第46回
定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時
点の監査等委員である取締役の員数は３名です。

③ 業績連動報酬の内容
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。）が業績向上や企

業価値の増大、株主重視の経営意識を高めることを目的として、当社の取締役を対象とす
る株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入しております。

イ．本制度の概要
当社が拠出する取締役の報酬額（下記ロ．のとおり。）を原資として当社株式が信託を

通じて取得され、業績指標・役位に応じて当社の取締役に当社株式が交付される株式報
酬制度です。ただし、取締役が当社株式の交付を受けるのは、原則として、取締役退任
時となります。

ロ．会社が拠出する金員の上限
本制度は、連続する５事業年度（2025年２月20日で終了する事業年度から2029年２

月20日で終了する事業年度までの５事業年度とし、下記の信託期間の延長が行なわれた
場合には、以降の各５事業年度とする。以下「対象期間」という。）を対象としておりま
す。当社は、対象期間ごとに合計１億５千万円を上限とする金員を、取締役への報酬と
して拠出し、受益者要件を満たす取締役を受益者とする信託期間５年間の信託（以下
「本信託」という。）を設定（下記の信託期間の延長を含む。）しております。本信託は、
信託管理人の指図に従い、信託された金員を原資として当社株式を当社（自己株式処分）
又は株式市場から取得します。
なお、信託期間の満了時において、信託契約の変更及び追加信託を行なうことにより

新たな株式報酬制度として本信託を継続することがあり得ます。その場合、当初の信託
期間と同一期間だけ本信託の信託期間を延長し、当社は、延長された信託期間ごとに、
合計１億５千万円の範囲内で、追加拠出を行ない、引き続き延長された信託期間中、取
締役に対するポイント数の付与を継続します。ただし、かかる追加拠出を行なう場合に
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おいて、延長する前の信託期間の末日に信託財産内に残存する当社株式（取締役に付与
されたポイント数に相当する当社株式で給付が未了であるものを除く。）及び金銭（以下
「残存株式等」という。）があるときは、残存株式等の金額と追加拠出される信託金の合
計額は、１億５千万円の範囲内とします。

ハ．取締役が取得する当社株式数の算定方法と上限
信託期間中の毎年５月末に、同年２月20日で終了した事業年度（すなわち前事業年

度。以下「評価対象事業年度」という。）における業績指標及び役位に応じて、取締役に
一定のポイント数が付与されます。１ポイントは当社株式１株とします。信託期間中に
株式分割・株式併合等のポイント数の調整を行なうことが公正であると認められる事象
が生じた場合、分割比率・併合比率等に応じた調整がなされます。
ポイント数付与は、信託期間内において毎年行なわれます。ポイント数の算定は、役

位毎に定められた基準ポイントに、評価対象事業年度に係る業績指標に応じて決定され
る支給係数を乗じて行なわれます。取締役には、取締役退任時に、累積ポイント数に応
じた株式が交付されます。
取締役が付与を受けることができるポイント数の１年当たりの総数の上限は、23,000

ポイントとします。
対象期間ごとに本信託により取締役に交付される当社株式の総数は、１年当たりの上

限数である23,000株に対象期間の年数を乗じた115,000株を上限とします。
ポイントの計算は、下記a.により決定される基準ポイント数×下記b.に定める業績連動

係数によるものとします。
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a.各取締役の基準ポイント数
役位 ポイント数

取締役社長 6,200
取締役副社長 3,000
その他取締役 1,800

（注）各役位の名称の変更等があった場合には、同等の役位に応じたポイント数を適用します。
b.業績連動係数

営業利益の目標値の達成率 業績連動係数
110％以上 130％
105％以上110％未満 120％
100％以上105％未満 110％
95％以上100％未満 100％
90％以上95％未満 90％
90％未満 80％

（注）１．各評価対象事業年度の営業利益の目標値は、当該評価対象事業年度の期初の決算短信に
おいて開示しているものを適用します。

２．業績連動ポイント算定における指標として、営業利益を選択したのは、当社の業績の向
上及び営業価値増大への貢献度合いを測る指標として最適であることを理由としており
ます。なお、当事業年度における当該業績連動型株式報酬に係る指標の目標は、営業利
益5,620,000千円であり、実績は3,937,894千円であります。

ニ．当社の取締役に対する株式交付時期
受益者要件を満たす当社の取締役が退任する場合、所定の受益者確定手続を行なうこ

とにより、退任時までに付与されていた累積ポイント数に応じた数の当社株式について、
退任後に本信託から交付を受けることができます。ただし、取締役が希望する場合には、
当社株式の交付に代えて、当該株式を本信託内で換価した換価処分金相当額の金銭の給
付を受けることもできます。

ホ．その他
本制度に関するその他の内容については、本信託の設定、信託契約の変更及び本信託

への追加拠出の都度、取締役会において定めます。

2026年04月08日 15時07分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.50(64) 20251126_01）



― 25 ―

（６）社外役員に関する事項
① 他の法人等の業務執行者との兼職状況
区 分 氏 名 兼職の状況

取 締 役
（監査等委員） 鈴 木 敦 子 新明和工業株式会社において社外取締役（監査等委員）を務めて

おります。

取 締 役
（監査等委員） 井 嶋 倫 子 弁護士法人心斎橋パートナーズにおいて、社員弁護士として業務

執行を行なっております。

（注）１．新明和工業株式会社と当社との間には、資本関係及び取引関係はありません。
２．弁護士法人心斎橋パートナーズと当社との間には、資本関係及び取引関係はありません。

② 主な活動状況
区 分 氏 名 出席状況、発言状況及び、

社外取締役に期待される役割に関して行なった職務の概要

取 締 役
（常勤監査等委員） 堀 川 真

当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席し、主に財
務及び会計に関する幅広い知見に基づく見地から、当社のコーポ
レート・ガバナンス体制の構築・維持についての発言を行なって
おります。また、監査等委員会15回の全てに出席し、監査結果
について意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行なってお
ります。なお 、指名報酬諮問委員会の委員として当事業年度に
開催された委員会５回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当
社の取締役の候補者選定や報酬等の決定過程における監督機能を
担っております。

取 締 役
（監査等委員） 鈴 木 敦 子

当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席し、主に事
業会社におけるCSR部門での豊富な経験と高度な専門的見地か
ら、当社のコーポレート・ガバナンス構築体制の構築・維持につ
いての発言を行なっております。また、監査等委員会15回の全
てに出席し、監査結果について意見交換、監査に関する重要事項
の協議等を行なっております。

取 締 役
（監査等委員） 井 嶋 倫 子

社外取締役就任後に開催された取締役会14回の全てに出席し、
主に弁護士としての専門的見地から、当社のコンプライアンス体
制の構築・維持並びに店舗運営・管理状況についての発言を行な
っております。また、社外取締役就任後に開催された監査等委員
会10回の全てに出席し、監査結果について意見交換、監査に関
する重要事項の協議等を行なっております。なお、指名報酬諮問
委員会の委員として就任後に開催された委員会３回の全てに出席
し、客観的・中立的立場で当社の取締役の候補者選定や報酬等の
決定過程における監督機能を担っております。
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Ⅳ． 会計監査人に関する事項
（1）名称 有限責任 あずさ監査法人

（2）報酬等の額
（単位：千円）

区 分 支 払 額
① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 35,000
② 当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 35,000
（注）１．会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由は、会社法第399条の規定に基づき、前

期の監査実績の分析・評価、当期の監査計画における時間・配員計画及び報酬額の見積り等の相当
性を審議した結果であります。

２．当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法に基づく監査の報酬等と金融商品取引法に
基づく監査の報酬等を明確に区分しておらず、また実質的にも区分できないため、上記の金額には、
金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額が含まれています。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場

合には、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により解任いたします。
上記の場合のほか、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認めら

れる場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の
内容を決定いたします。
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Ⅴ． 業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項及び運用状況の概要
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」につい

て、取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

経営理念及び行動指針
経営理念
『私たちは、自転車を通じて世界の人々に貢献できる企業を目指します。その企業目的に
賛同し、参画するすべての人々が、豊かな人生を送れることを目指します。』
この経営理念の下、実践をとおして、企業価値の向上を図ることを経営の基本方針として
います。

行動指針
お客様満足度の向上：常にお客様の立場に立って考え、行動します。

感謝の気持ち、誠意ある態度が基本です。
安 全 性 の 追 求：安全かつ信頼性の高い魅力ある商品を適正な価格で提供します。
常 な る 革 新：熱意をもって、常に自ら革新に努めます。
法 規 の 遵 守：適法、公正にして社会規範に則した行動をとります。

当社及び子会社は、経営理念の実現に向けて、上記の行動指針をすべての役員と使用人が業
務執行の基本方針とするとともに、適正な業務執行のための内部統制システムを構築・整備・
運用しております。

そして、業務の適法性・効率性の確保と危機管理に努め、さらにこの内部統制システムの整
備を図るため、環境の変化に柔軟に対応し、適切に改善・充実を行なってまいります。

（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び子会社は、経営理念、行動指針を日常の事業活動の指針とするとともに、代表取

締役がその精神を取締役及び使用人に継続的に伝達し、取締役は、社会規範・法令遵守を率
先垂範することにより社会の構成員としての倫理観、価値観に基づき誠実に行動することを
浸透させ徹底を図っております。
取締役会は法令・定款・諸規程に基づいた取締役の業務執行の監督を行ない、取締役は相

互の業務執行を監視し、また、監査等委員会は法令に定める権限により、規則・基準に基づ
き監査を実施しております。
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（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
情報及び文書の取扱いに関して、取締役の業務執行に関わる内容を含め、適切かつ確実な

状態で記録し、稟議規程、内部情報管理規程、文書管理規程、個人情報保護管理規程及びマ
ニュアルに基づき、法令・定款に則した期間と内容を設定し、保存・管理を行なっておりま
す。
また、これら保存・管理された文書・情報はデータとして検索が可能であり、閲覧の容易

性を確保しております。
管理の運用・手続き及び体制については、監査等委員会による取締役の業務執行状況の監

査、及び内部監査部門による内部監査の実施により必要に応じて改善措置を行なっておりま
す。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
法令遵守、環境・気象条件、災害、品質・生産管理、情報管理、及び為替・輸入管理など

に係る損失の危険については、それぞれの担当部門にて、規程・要領の制定、研修会などの
開催又は派遣、マニュアルの作成・配布と周知徹底により損失危険の軽減と事態発生の予防
安全対策を行なっており、各部門を横断する損失の危険につながる事案については総務部が
担当、監視しております。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
将来の事業展開構想と経営目標に基づき、経営方針を定め、中期経営計画を策定し、予算

委員会が同計画の下、毎期当初に部門ごとの業績目標と予算を立案し、取締役会において承
認・実施しております。
部門担当取締役は、目標達成・重点事項推進のため実施すべき内容を具体的・効率的な施

策として計画・実施し、月次業績データを取締役会に報告しております。
取締役会は、予算差異について要因分析と必要な対策を求め、継続的な改善がより合理

的・効率的な業務遂行体制の維持と目標達成につながるよう図っております。
また、当社の経営理念・計画につき、投資家をはじめ多くの利害関係者の理解を得ること

が事業の推進・運営にとってより効率的に作用すると考えているため、代表取締役社長が情
報開示を統括し、適時・適切な情報開示を実施するとともに、自ら説明会等における発表を
務めております。
取締役会が、会社法及び定款の定めに基づき、重要な業務執行（会社法第399条の13第5

項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役に委任したときは、当該取締
役は、当該委任された事項について、経営会議で審議のうえ、決定することができるものと
しております。

2026年04月08日 15時07分 $FOLDER; 29ページ （Tess 1.50(64) 20251126_01）



― 29 ―

（5）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、行動指針の一つに「法規の遵守」を掲げており、定期的に実施している研修等に

より、従業員のコンプライアンス意識の向上を図っているほか、内部通報制度を整備し、法
令違反、不正行為等の早期発見、是正に努めております。
また、内部監査業務のみを行なう社長直轄の内部監査部門を設置し、全部署を対象として

計画的に実施する内部監査を通じて、会社の業務実施状況の実態を把握し、すべての業務が
法令・定款及び社内諸規程に準拠して適正・妥当かつ合理的に行なわれているか、また、会
社の制度・組織・諸規程が適正・妥当であるかを公正・不偏に調査・検討しております。
監査過程において発見された事項をまとめ監査報告書及び改善指示書として監査結果を社

長に報告し、対象部門に改善指示を通知、後日確認監査を行なうことにより、会社の財産の
保全並びに経営効率の向上に努め、業務を行なっております。

（6）企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社は、実効性のある内部統制システムを構築するとともに、担当取締役から

定期的な財務報告を受け、業務の適正を確保する体制としております。
また、各部門の業務に関して責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、効率運営体制、

損失又は危機管理体制を構築する責任と権限を与えております。なお、各部門は業務分掌規
程、職務権限規程をはじめ社内規程により運営されており、担当取締役は取締役会において
これら業務の執行状況について報告する義務を負っております。
内部監査部門は、当社及び子会社における業務が法令、社内の規程等に基づいて、適正か

つ効率的に行なわれていることを評価、モニタリングいたします。

（7）監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助する使用人は、内部監査部門に所属する使用人とし、監査等委

員会は、必要に応じて同部門に所属する使用人に対して監査業務に必要な事項を命令するこ
とができるものとしております。

（8）監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）か
らの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
内部監査部門の使用人が監査等委員会の職務を補助すべき期間中は、その使用人への指揮

権は監査等委員会に委譲され、人事異動等の人事権に関しても、監査等委員会の同意を得た
うえで決定することとし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの指揮命令を受
けない形で独立性を確保しております。また、「監査等委員会監査等基準」により、その使
用人に対する指示の実効性を確保しております。
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（9）取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人並びに子会社の取締役等から報告
を受けた者が監査等委員会に報告するための体制
当社及び子会社の取締役及び使用人は、業務又は業績の重要な事項について監査等委員会

に報告を行なっております。また、業務の執行に関する法令違反及び不正行為の事実、又は
当社及び子会社に損害を及ぼす事実を知ったときは、遅滞なく報告するものとしており、監
査等委員会に報告を行なったことを理由として当該報告者が不利な取扱いを受けないよう、
社内規程を制定し当該報告者を保護しております。なお、報告を行なったことを理由とし
て、当該報告者が不利な取扱いを受けていることが判明した場合には、社内規程により、不
利な取扱いを除去するため速やかに適切な措置をとります。
監査等委員は重要な意思決定の過程や業務の執行状況を把握するため、取締役会及び経営

会議等重要会議に出席し、経営上の重要情報について報告と説明を受けており、重要な議事
録、稟議書の回付、さらに必要に応じて稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取
締役及び使用人に説明を求めております。
また、取締役は、財務報告の適正性及び定款・法令遵守状況等について、職務執行を誓約

し、業務執行確認書を監査等委員会に提出いたします。

（10）監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生
ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項
監査等委員は、監査費用の支出にあたっては「監査等委員会監査等基準」により、その効

率性及び適正性に留意し、職務執行上必要と認められる費用について予算を提出しておりま
す。また、緊急又は臨時に支出した費用及び交通費等の少額費用については、事後、会社に
償還を請求することができるものとなっております。

（11）その他監査等委員会の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
監査等委員会は、取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成等を行なう機関として、

月１回以上開催しているほか、定期的に代表取締役社長と会合し、監査上の重要課題等につ
いて意見表明及び情報の交換を行なっております。
監査等委員である取締役は、合理的、効率的な業務監査を行なうため、取締役会をはじ

め、重要な会議に出席し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行状況を確
認するとともに、内部監査部門と意見交換を行なうなど緊密な連携を図っており、会計監査
人とも連携を保つことにより監査及び監督の実効性を確保するとともに自らの監査成果の達
成を図っています。
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（12）財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は財務報告の信頼性確保及び内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締

役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制システムの構築、運用、評価及び改善を行ない
ます。
内部監査部門は各事業年度において財務報告に係る内部統制システムを評価し、その結果

を社長及び取締役会に報告します。
取締役会は財務報告とその内部統制を監視し、代表取締役社長は、法令に基づき、財務報

告とその内部体制の整備運用状況及び統制システムが適正に機能することを継続的に評価す
るとともに、必要な改善により適合性を確保します。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

基本方針
すべての役員及び使用人が社会秩序及び社会と個人の安全に脅威を与える反社会的勢力との

一切の関係を持たないことを掲げ、組織的対応により毅然とした態度で臨むことを基本方針と
しております。

整備活動
① 上記方針に基づき反社会的勢力の関与活動を拒絶するため、同勢力への対応要領を整備
し、内部統制システムに組み込んでおります。

② 不当な要求・圧力や脅迫等があった場合の社内経路と役割分担を定め、情報の共有を図り
組織的に対応することとしております。

③ 反社会的勢力の排除とともに、当社役員及び使用人の違法行為、反社会的行為にも厳正な
姿勢と対応で臨んでおります。

④ 外部専門機関との連携体制の構築を図っております。

３．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度における、当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下の
とおりであります。
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(1) 内部統制システム全般
当社は、事業活動の指針となる経営理念及び行動指針について、経営者自らが社内報、各

種会議、研修の機会を通じて継続的に伝達することで、取締役及び使用人への浸透を図って
おります。

(2) 取締役の職務の執行
当事業年度において、取締役会を17回開催し、各取締役（監査等委員である取締役を除

く。）が法令・定款・諸規程に基づいた業務執行を行なっていることを監視、監督しており
ます。
また、取締役会は、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）から中期経営計画の進

捗状況について、定期的に報告を受けており、必要に応じて協議等を行なうなど、職務執行
の効率化を図っております。

(3) リスク管理体制
当社は、リスク管理の一環として、全社的なリスクの洗い出し、リスクへの対応状況の確

認、リスク評価等を定期的に実施しており、当該評価等について、取締役会に報告しており
ます。
取締役会は、当該評価等を基に議論し、必要に応じて助言するなど、実効的な監督を行な

っております。
(4) 内部監査の実施

内部監査部門は、事業年度内の監査計画を作成し、当該計画に基づき、内部監査を実施し
ております。
監査結果は、代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会へ報告するとともに、改善確認

が必要な事案については、後日改善確認を行なうことにより、会社の財産の保全並びに経営
効率の向上に努めております。

(5) 監査等委員会の職務の執行
当事業年度において監査等委員会を15回開催し、取締役の職務執行の監査等を行なうほ

か、定期的に代表取締役社長と会合し、監査上の重要課題等について意見表明及び情報交換
を行なっております。
また、監査等委員である取締役は、取締役会をはじめ、重要な会議に出席し、取締役（監

査等委員である取締役を除く。）の職務執行状況を確認するほか、内部監査部門及び会計監
査人と緊密な連携を図っており、監査及び監督の実効性の確保に努めております。

2026年04月08日 15時07分 $FOLDER; 33ページ （Tess 1.50(64) 20251126_01）



― 33 ―

Ⅵ． 剰余金の配当等の決定に関する方針
（1）利益配分に関する基本方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置付けており、
一層の経営基盤強化と中長期的な成長投資のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の
皆様への公平な利益還元の在り方という観点から、配当性向35％を目安に継続的な配当を
行なっていくことを基本方針としております。
なお、当社は、取締役会の決議によって、毎年８月20日を基準日として中間配当を実施

できる旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行なうこと
を基本方針としております。剰余金の配当の決定機関は、中間配当については取締役会、
期末配当については株主総会であります。

（2）当期（2026年２月期）の剰余金の配当
経営基盤強化の進捗状況や当期の業績も総合的に勘案し、当期の期末配当は、１株当た

り25円とし、中間配当１株当たり25円と合わせて、年間配当１株当たり50円といたしま
した。この結果、当事業年度の配当性向につきましては、57.4％となりました。

（3）次期（2027年２月期）の剰余金の配当
次期の配当につきましては、年間配当１株当たり50円（中間配当25円、期末配当25

円）、配当性向47.7%を予想しております。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）１．本事業報告に記載の金額は、表示単位未満の端数を切り捨て、比率については表示単位未満の端数

を四捨五入して、それぞれ表示しております。
２．記載金額には消費税等は含まれておりません。
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（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
売 掛 金
商 品
未 着 商 品
貯 蔵 品
未 収 入 金
前 払 費 用
為 替 予 約
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有形固定資産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
建 設 仮 勘 定

無形固定資産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投資その他の資産
従業員に対する長期貸付金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 未 収 入 金
長 期 前 払 費 用
差 入 保 証 金
建 設 協 力 金
繰 延 税 金 資 産
投 資 不 動 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

32,680,432
12,302,700
3,944,117

13,986,315
1,454,843
198,841
237,946
408,667
105,638
42,682
△1,320

23,397,439
14,760,668
9,809,710
707,725
19,513
3,040

999,993
3,163,012

57,673
832,788
802,022
30,766

7,803,982
630

3,000
4,970

415,528
5,244,685
559,280

1,431,710
74,784
78,160
△8,767

（負 債 の 部）
流 動 負 債

買 掛 金
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
契 約 負 債
預 り 金
前 受 収 益
賞 与 引 当 金
そ の 他

固 定 負 債
株 式 報 酬 引 当 金
資 産 除 去 債 務
そ の 他

14,669,201
5,038,013
1,121,022
1,874,367
559,605
718,977

4,127,384
131,057

3,742
1,090,963

4,066
1,249,626
176,400
830,917
242,309

負 債 合 計 15,918,828
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
別 途 積 立 金
繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益

40,096,961
2,061,356
2,165,171
2,165,171
36,155,000

18,688
36,136,312
32,090,000
4,046,312
△284,566
62,082
62,082

純 資 産 合 計 40,159,044
資 産 合 計 56,077,872 負 債 ・ 純 資 産 合 計 56,077,872
（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 81,374,883
売 上 原 価 42,583,451
売 上 総 利 益 38,791,432
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 34,853,537
営 業 利 益 3,937,894
営 業 外 収 益
受 取 利 息 45,535
為 替 差 益 12
受 取 家 賃 107,200
受 取 手 数 料 70,988
受 取 補 償 金 45,812
そ の 他 83,411 352,960

営 業 外 費 用
不 動 産 賃 貸 原 価 82,089
和 解 金 13,253
そ の 他 25,927 121,271

経 常 利 益 4,169,583
特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 90,963
減 損 損 失 480,369
災 害 に よ る 損 失 41,519
関 係 会 社 清 算 損 39,053 651,905

税 引 前 当 期 純 利 益 3,517,678
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,326,753
法 人 税 等 調 整 額 △77,897
当 期 純 利 益 2,268,821

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（単位：千円）
株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金資本剰余金

合計 利益準備金
その他利益剰余金 利 益

剰余金
合 計別途積立金 繰越利益

剰 余 金
当期首残高 2,061,356 2,165,171 2,165,171 18,688 30,090,000 5,089,505 35,198,193 △287,144 39,137,576

当期変動額
剰余金の配当 △1,312,014 △1,312,014 △1,312,014

当期純利益 2,268,821 2,268,821 2,268,821

別途積立金の積立 2,000,000 △2,000,000 ― ―

自己株式の処分 2,577 2,577
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― ― 2,000,000 △1,043,192 956,807 2,577 959,384

当期末残高 2,061,356 2,165,171 2,165,171 18,688 32,090,000 4,046,312 36,155,000 △284,566 40,096,961

評価・換算差額等
純資産合計繰延ヘッジ

損 益
評価・換算
差額等合計

当期首残高 △21,265 △21,265 39,116,311

当期変動額
剰余金の配当 △1,312,014

当期純利益 2,268,821

別途積立金の積立 ―

自己株式の処分 2,577

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 83,348 83,348 83,348

当期変動額合計 83,348 83,348 1,042,733

当期末残高 62,082 62,082 40,159,044

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法
２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

商 品 総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
未 着 商 品 個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
貯 蔵 品 総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

３．固定資産の減価償却の方法
有 形 固 定 資 産 建物（建物附属設備は除く）

定額法によっております。
ただし、事業用定期借地権が設定されている借地上の建物については、借

地契約期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
建物以外
定率法によっております。
ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備、構築物について

は、定額法によっております。
主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ５〜50年
工具、器具及び備品 ２〜20年

無 形 固 定 資 産 定額法によっております。
なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によって

おります。
ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法によっております。
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投 資 不 動 産 建物（建物附属設備は除く）
定額法によっております。

建物以外
定率法によっております。
ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備、構築物について

は、定額法によっております。
主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 10〜24年

４．引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。

賞 与 引 当 金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業
年度負担額を計上しております。

株 式 報 酬 引 当 金 取締役に対する株式報酬に充てるため、当事業年度における業績指標及び役
位に応じて付与されたポイント数に基づき将来支給する役員報酬見積額を計上
しております。

５．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充

足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
① 店舗販売及び
インターネット通
信販売(店舗受取)

店舗販売及びインターネット通信販売(店舗受取)は顧客へ商品を引渡した時
点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。

② 卸売販売及び
インターネット通
信販売(自宅配送)

卸売販売及びインターネット通信販売(自宅配送)については代替的な取扱い
を適用し、製品の出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間
が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

③ 長期保証サービ
ス

長期保証サービスは顧客への保証サービスの提供により履行義務が充足され
ると判断し、保証期間を通じて一定期間にわたり収益を認識しております。
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６．ヘッジ会計の方法
ヘ ッ ジ 会 計 の 方 法 繰延ヘッジ処理によっております。

① ヘ ッ ジ 手 段 と
ヘ ッ ジ 対 象

ヘッジ手段…為替予約取引
ヘッジ対象…外貨建金銭債務及び外貨建予定取引

② ヘ ッ ジ 方 針 等 外貨建金銭債務及び外貨建予定取引の為替リスクの低減を目的とし当該取引
を行なうにあたっては、当社の内部規程である「金融派生商品取引管理規程」
に基づいております。

③ ヘ ッ ジ 有 効 性
評 価 の 方 法

ヘッジ手段とヘッジ対象が同一通貨、同一金額であることなどから、為替相
場の変動によるキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定されるた
め、有効性の評価を省略しております。

（会計上の見積りに関する注記）
店舗に係る固定資産の減損
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度
(千円)

店舗に係る有形固定資産 10,467,019

店舗に係る減損損失 480,369

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗及び賃貸不動産を基本単位として資産のグルーピ

ングを行なっております。
減損の兆候が認められる店舗については、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と

帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定し、減損損失の認識が必要とされた場合には、
帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として計上しております。
割引前将来キャッシュ・フローの見積りは店舗別予算を基礎としており、販売施策、コスト削減施策などを織

り込んで作成しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、将来の
営業実績が予算から乖離した場合には、減損損失の計上に伴い、翌事業年度の計算書類に重要な影響を及ぼす可
能性があります。
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（貸借対照表に関する注記）
有形固定資産の減価償却累計額 18,811,176千円
投資不動産の減価償却累計額 170,629千円
減価償却累計額には減損損失累計額が含まれております。

（損益計算書に関する注記）
１．期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれており
ます。 △26,868千円

２．固定資産除売却損
固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。
建物 22,523千円
構築物 471千円
工具、器具及び備品 5,446千円
ソフトウエア 46,486千円
撤去費用 16,000千円
その他 34千円
計 90,963千円
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３．減損損失
当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用 途 場 所 種 類 金 額(千円)

営業店舗 大阪府他
建物、構築物、
工具、器具及び備品、
長期前払費用

480,369

合計 480,369

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗及び賃貸不動産を基本単位として資産のグル
ーピングを行なっており、本部等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資
産としております。その結果、営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産グループ及び退店等
の意思決定を行なった店舗並びに賃借不動産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を
減損損失(480,369千円)として特別損失に計上しております。減損損失の内訳は次のとおりであります。

建物 379,659千円
構築物 39,304千円
工具、器具及び備品 59,642千円
長期前払費用 1,762千円
減損損失 合計 480,369千円

なお、資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、営業店舗については、将来キャッシ
ュ・フローに基づく使用価値がマイナスであるものは回収可能価額を零として評価し、それ以外については
将来キャッシュ・フローが見積値から乖離するリスクを割引率に反映させており、将来キャッシュ・フロー
を5.65％〜6.52％で割引いて算定しております。

（株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首
株式数

当事業年度増加
株式数

当事業年度減少
株式数

当事業年度末
株式数

発行済株式
普通株式（株） 26,240,800 − − 26,240,800

自己株式
普通株式（株） 200,681 − 1,800 198,881

（注）１. 自己株式の減少1,800株は、役員報酬BIP信託から対象者への株式給付による減少であります。
２. 当社は、2014年６月19日より「役員報酬BIP信託」を導入しております。当事業年度末の自己株式

数には、当該信託が所有する当社株式198,370株を含めております。
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２．配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2025年５月16日
定時株主総会 普通株式 656,007 25.00 2025年２月20日 2025年５月19日

2025年９月22日
取締役会 普通株式 656,007 25.00 2025年８月20日 2025年11月12日

（注）１. 2025年５月16日定時株主総会決議による「配当金の総額」には、この配当金の基準日である
2025年２月20日現在で役員報酬BIP信託が所有する当社株式200,170株に対する配当金5,004千円
が含まれております。

２. 2025年９月22日取締役会決議による「配当金の総額」には、この配当金の基準日である2025年
８月20日現在で役員報酬BIP信託が所有する当社株式198,370株に対する配当金4,959千円が含ま
れております。

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年５月15日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案して

おります。
① 配当金の総額 656,007千円
② １株当たり配当額 25円00銭
③ 基準日 2026 年２月20日
④ 効力発生日 2026 年５月18日
なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

（注）「配当金の総額」には、この配当金の基準日である2026年２月20日現在で役員報酬BIP信託が所有する
当社株式198,370株に対する配当金4,959千円が含まれております。
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（税効果会計に関する注記）
１．繰延税金資産の発生の主な原因は、以下のとおりであります。

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）

賞与引当金 332,743千円
未払事業税 59,048千円
未払社会保険料 93,089千円
減価償却超過額 716,631千円
未払役員退職慰労金 12,996千円
株式報酬引当金 55,354千円
差入保証金 38,345千円
建設協力金 12,808千円
資産除去債務 258,247千円
貸倒引当金 3,156千円
棚卸資産評価減 21,892千円
その他 41,898千円
繰延税金資産合計 1,646,213千円

（繰延税金負債）
長期前払費用 96,711千円
資産除去債務に伴う除去費用 90,546千円
繰延ヘッジ損益 27,245千円
繰延税金負債合計 214,503千円
繰延税金資産の純額 1,431,710千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 30.5％
（調整）
住民税均等割 5.3％
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.0％
その他 △0.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.5％
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社の金融商品に対する取組は、資金運用は短期的な預金等に限定し、資金調達については、銀行借入等
による方針であります。
デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行なわない方針で

あります。
（2）金融商品の内容及びリスク

営業債権である売掛金は、クレジットカード売上に関してクレジットカード会社、商品供給売上に関して
取引先の信用リスクに晒されております。
差入保証金及び建設協力金は、店舗の賃貸借契約によるものであり、貸主の信用リスクに晒されておりま

す。
営業債務である買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等は、そのほとんどが１年以内の支払期日であ

り、その決済時において、流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建取引に係る為替変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引で

あり、為替変動リスクに晒されております。
（3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、「債権管理規程」に従い、売掛金、差入保証金、建設協力金について、担当部署が主要な取引先

の状況を定期的にモニタリングし、取引相手先ごとに期日及び残高の管理を行なうとともに、財務状況等の
悪化等による回収遅延のおそれのあるときは、担当部署が速やかに適切に処理を行なっております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
デリバティブ取引の実行及び管理については「金融派生商品取引管理規程」に従い、決裁担当者の承認を

得て行なっております。
また取締役会に対して、定期的な運用状況の報告がなされております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告に基づき、経理部が毎月資金繰計画を作成・更新し、手許流動性を維持するこ

となどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
り、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありませ
ん。

2026年04月08日 15時07分 $FOLDER; 45ページ （Tess 1.50(64) 20251126_01）



― 45 ―

２．金融商品の時価等に関する事項
2026年２月20日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」及び「未払金」は、現金であること及び短期間で決済されるた
め時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

貸借対照表計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）

（1）差入保証金 5,244,685 5,046,713 △197,971
（2）建設協力金 559,280 547,866 △11,413

資産計 5,803,965 5,594,580 △209,384
デリバティブ取引（※）
①ヘッジ会計が適用されていないもの 16,310 16,310 ―
②ヘッジ会計が適用されているもの 89,327 89,327 ―
※ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（注）１．デリバティブ取引に関する事項
デリバティブ取引
①ヘッジ会計が適用されていないもの
通貨関連

区分 取引の種類 契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引以外の取引
為替予約取引
買建
人民元

1,063,271 ― ※
12,373

※
12,373

市場取引以外の取引
為替予約取引
買建
米ドル

142,230 ― ※
3,937

※
3,937
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②ヘッジ会計が適用されているもの
通貨関連

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象 契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

原則的処理方法
為替予約取引
買建
人民元

外貨建予定取引 4,934,264 ― ※
85,678

原則的処理方法
為替予約取引
買建
米ドル

外貨建予定取引 1,070,865 ― ※
3,649

※ 時価の算出方法は取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

（注）２．金銭債権の決算日後の償還予定額
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 12,302,700 ― ― ―
売掛金 3,944,117 ― ― ―
差入保証金(※) 137,410 555,176 596,111 375,783
建設協力金 96,792 346,303 115,815 368
合計 16,481,020 901,480 711,926 376,152

※ 差入保証金のうち、3,580,202千円は契約期間の定めがないため、上表には含めておりません。

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する
レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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(1）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

デリバティブ取引
通貨関連 ― 105,638 ― 105,638

負債計 ― 105,638 ― 105,638
デリバティブ取引
為替予約の時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に分類して

います。

(２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 ― 5,046,713 ― 5,046,713
建設協力金 ― 547,866 ― 547,866

資産計 ― 5,594,580 ― 5,594,580
（注） 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

差入保証金及び建設協力金
契約期間等に基づいて返還予定時期を見積もり、その将来キャッシュ・フローを国債の利回りなど観察可能な

インプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

（持分法損益等に関する注記）
当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

区分
品目（千円）

自転車 パーツ・
アクセサリー ロイヤリティ その他 合計

一時点で移転される財又
はサービス 57,289,606 14,000,325 ― 7,339,307 78,629,239

一定の期間にわたり移転
される財又はサービス ― ― 133,551 2,612,092 2,745,644

顧客との契約から生じる
収益 57,289,606 14,000,325 133,551 9,951,399 81,374,883

その他の収益 ― ― ― ― ―

外部顧客への売上高 57,289,606 14,000,325 133,551 9,951,399 81,374,883

（注）１．当社は、自転車事業の単一セグメントであるため、セグメント別の内訳は記載しておりません。
２．「その他」には、各種整備、修理等の付帯サービス及び長期保証サービス等を含んでおります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約及び履行義務については、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記) ５ 収益及び費用の計上

基準」に記載のとおりであります。
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度
末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情
報

（１）顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等
当事業年度

(千円)
顧客との契約から生じた債権
(期首残高) 4,000,917

顧客との契約から生じた債権
(期末残高) 3,944,117

契約負債(期首残高) 4,131,311

契約負債(期末残高) 4,127,384

契約負債は主に、引渡の未完了の商品販売及び商品の保証サービスについて、顧客から受け取った前受対価に
関連するものであり、収益の認識に伴い取り崩されます。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債の残高に含まれていた額は、2,498,285千円であ

ります。
過去の期間に充足していた履行義務から、当事業年度に認識した収益はありません。

（２）残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

当事業年度
(千円)

１年以内 2,529,213

１年超２年以内 1,246,242

２年超 351,928

合計 4,127,384
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（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 1,542円09銭
２．１株当たり当期純利益 87円12銭
（注） 算定上の基礎

１株当たり当期純利益

損益計算書上の当期純利益（千円） 2,268,821
普通株主に帰属しない金額（千円） ―
普通株式に係る当期純利益（千円） 2,268,821
期中平均株式数（株） 26,041,347

役員報酬BIP信託が所有する当社株式を「１株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式数から控除する
自己株式に含めております(198,370株)。
また、「１株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており

ます(198,942株)。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
2026年４月3日

株式会社あさひ
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 溝 静 太
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 村 美 樹

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社あさひの2025年２月21日

から2026年２月20日までの第51期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について
監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表
監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備
及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査

法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ
るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候
があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並
びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去す
るための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガード
を適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。
以 上
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監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2025年2月21日から2026年2月20日までの第51期事業年度における取締役

の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容
(1) 監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会
決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締
役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明
を求め、意見を表明いたしました。
なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任あずさ監査法人から当該

内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等規則に準拠し、監査の方針、監査計画、職務の分担
等に従い、内部監査部門及びその他の関係部門と連携の上、情報の収集及び監査の環境の整備
に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の
執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類や報告資料等を閲
覧し、本社及び主要な店舗において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社に
ついては、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業
の報告を受けました。

(3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いた
しました。
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２．監査の結果
（1)事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制
システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内
部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

（2)計算書類及び附属明細書の監査結果
会計監査人 有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年4月3日

株式会社あさひ 監査等委員会
常勤監査等委員 堀 川 真 ㊞
監 査 等 委 員 鈴 木 敦 子 ㊞
監 査 等 委 員 井 嶋 倫 子 ㊞

(注) 監査等委員 堀川真、鈴木敦子及び井嶋倫子は、会社法第2条第15号及び第331条第6項
に規定する社外取締役であります。

以 上
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会 場	 ハービスHALL 大ホール
	 大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA 地下２階
	 （本総会に関するお問合せ先）株式会社あさひ 電話番号：06-6923-2611（代表）
	 ※株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
	 ご理解賜りますようお願い申しあげます。

株主総会会場ご案内図

見やすく読みまちがえ
にくいユニバーサルデ
ザインフォントを採用
しています。

交通のご案内
1 阪神大阪梅田駅（西口）

より徒歩６分
2 Osaka Metro四つ橋線

西梅田駅（北改札）より
徒歩６分

3 JR大阪駅（桜橋口）
より徒歩７分

4 JR東西線北新地駅
（西改札）より徒歩10分
5 Osaka Metro御堂筋線

梅田駅（南改札）より
徒歩10分

6 Osaka Metro谷町線
東梅田駅（北改札）より
徒歩12分

7 阪急大阪梅田駅
より徒歩15分

お願い
○ お車でのご来場は

ご遠慮ください。
○ 会場内は禁煙です

のでご了承くださ
い。
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※通路左側 の標識を左折してください。6 31

地下道からのアクセス
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